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秋
田
県
訓
令
第
十
一
号

庁
　
中
　
一
　
般
　

各

地

方

機

関

秋
田
県
電
子
計
算
組
織
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
電
子
計
算
組
織
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
電
子
計
算
組
織
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
訓
令
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
基
準
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中

「
、
そ
れ
に
よ
つ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

電
子
計
算
処
理
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
課
所
長
（
以
下
「
主
務
課

長
」
と
い
う
。
）
は
、
電
子
計
算
処
理
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
情
報
企
画
課
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
電
子
計
算
処
理
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
課
所
長

（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
「
に
関
連
す
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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